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今
回
の
選
挙
で
は
、
次
の
要
件
を
す
べ

て
満
た
す
人
が
投
票
で
き
ま
す
。

○
平
成
元
年
４
月
　
日
以
前
に
生
ま
れ
た

２０

　
人
（
満
　
歳
以
上
）

２０

○
平
成
　
年
１
月
　
日
以
前
か
ら
登
米
市

２１

１１

　
に
住
民
登
録
し
、
引
き
続
き
市
内
に
住

　
所
を
有
し
て
い
る
人
。

　
※
投
票
日
前
に
市
外
へ
転
出
し
た
人
は
、

　
投
票
で
き
ま
せ
ん
。

「
進
む
登
米
市
を
 ト
メ
な
い
一
票
」

市
議
会
議
員
一
般
選
挙
お
よ
び
市
長
選
挙

　
 　
４
月
  　
日（
日
）　
　
午
前
７
時
～
午
後
７
時

投票日

投票時間

１９
　
投
票
所
は
、
別
表
の
と
お
り
で
す
。

　
選
挙
投
票
区
の
見
直
し
に
よ
り
、
投
票

所
が
変
更
と
な
っ
て
い
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。
入
場
券
を
ご
確
認
の
上
、
指
定
さ
れ

た
投
票
所
で
投
票
し
て
く
だ
さ
い
。

　
投
票
所
で
の
本
人
確
認
を
ス
ム
ー
ズ
に

行
う
た
め
、
投
票
所
入
場
券
を
配
布
し
ま

す
。
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
有

権
者
に
、
４
月
　
日
か
ら
行
政
区
長
を
通

１０

じ
て
入
場
券
を
お
届
け
し
ま
す
。

　
※
入
場
券
を
紛
失
し
た
り
、
忘
れ
て
も

　
投
票
は
で
き
ま
す
。

　
仕
事
や
学
業
で
ほ
か
の
市
区
町
村
に
滞

在
し
て
い
る
人
や
、
指
定
施
設
（
病
院
や

施
設
）
に
入
院
（
入
所
）
し
て
い
る
人
は
、

そ
の
滞
在
地
や
施
設
で
不
在
者
投
票
が
で

き
ま
す
。

　
不
在
者
投
票
を
す
る
に
は
、
投
票
用
紙

な
ど
の
請
求
続
き
が
必
要
で
す
。
請
求
や

投
票
は
、
す
べ
て
郵
便
で
の
手
続
き
と
な

　
投
票
日
に
仕
事
や
旅
行
な
ど
の
用
事
で

投
票
で
き
な
い
場
合
は
、
期
日
前
投
票
が

で
き
ま
す
。

【
期
間
】
　
4
月
　
日
（
月
）
～
　
日
（
土
）

１３

１８

【
時
間
】
　
午
前
８
時
　
分
～
午
後
８
時

３０

【
投
票
場
所
】
　
別
表
の
と
お
り

【
持
参
す
る
も
の
】　
入
場
券

投

票

で

き

る

投

票

で

き
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投

票
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場

投

票

所

入

場

券券

投

票

投

票

所所

期

日

前

投

期

日

前

投

票票

　
任
期
満
了
に
よ
る
市
議
会
議
員
一
般
選

挙
お
よ
び
市
長
選
挙
が
４
月
　
日
に
告
示

１２

さ
れ
、
４
月
　
日
に
投
票
が
行
わ
れ
ま
す
。

１９

　
皆
さ
ん
の
意
思
を
市
政
に
反
映
さ
せ
る

重
要
な
選
挙
で
す
。
大
切
な
一
票
を
忘
れ

ず
に
投
じ
て
く
だ
さ
い
。

不

在

者

投

不

在

者

投

票票

り
ま
す
。
郵
送
に
は
日
数
を
要
し
ま
す
の

で
、
早
め
に
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
、
指
定
施
設
ま
た
は
市
選
挙

管
理
委
員
会
事
務
局
に
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

郵

便

に

よ

る

不

在

者

投

郵

便

に

よ

る

不

在

者

投

票票

　
身
体
障
害
者
手
帳
や
戦
傷
病
者
手
帳
な

ど
の
交
付
を
受
け
て
い
る
人
で
、
障
害
の

程
度
が
【
表
１
】
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
人
は
、
郵
便
で
の
不
在
者
投
票
が
で
き

ま
す
。

　
郵
便
に
よ
る
不
在
者
投
票
を
す
る
た
め

に
は
、「
郵
便
等
投
票
証
明
書
」
の
交
付
を

受
け
る
な
ど
事
前
の
手
続
き
が
必
要
で
す
。

障害などの程度障害などの区分

１級または２級両下肢、体幹、移動機能

身体障害者手帳 １級または３級
心臓、腎臓、呼吸器、　
ぼうこう、直腸、小腸

１級～３級免疫

 特別項症～　    
 第２項症

両下肢、体幹

戦傷病者手帳
 特別項症～　    
 第３項症

心臓、腎臓、呼吸器、　
ぼうこう、直腸、小腸

 要介護５要介護状態区分
　介護保険の　
被保険者証

【
開
票
日
】　
4
月
　
日
（
日
）

１９

【
開
票
時
間
】　
午
後
８
時
　
分
～

３０

【
開
票
場
所
】　
迫
体
育
館

　
開
票
結
果
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載

し
ま
す
。

　
市
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

　
　
緯
０
２
２
０
（
　
）
２
１
９
８

２２

開

票

に

つ

い

開

票

に

つ

い

てて

問

い

合

問

い

合

わわ

せせ

市議会議員一般選挙および
市長選挙の開票速報が見ること
ができます

【ＵＲＬ】
■http://www.city.tome.miyagi.jp
　/senkyo/
■http://www.city.tome.miyagi.jp
　/i/shigi.htm（携帯用）
■右のQRコードで
　携帯電話から読
　み取りもできま
　す。

【表１】

7 Apr.2009

【別表】　投票所・期日前投票所

対象行政区投票所投票区

館山区、駅前区、前舟橋区、後舟橋区、
新町区、我津郷区、三日町区、荒町区、
上館区、鉄山区、蛭沢区、遠見台区、
日野渡区、辺室山区、渋江区

登米公民館登米第１

前小路区、後小路区、下町区、
八丁田区、金沢山区、鉄西区、鉄東区、
金谷区、下り松区、中町区、九日町区

登米老人福祉センター登米第２

岡谷地区、大谷地区
とよまつづら淵地区多目
的センター

登米第３

小島区、東針田区、西針田区登米町小島会館登米第４

宿小川区、中通区、五郎峯区、峯畑区
登米高齢者コミュニティ
センター

登米第５

北沢区、入谷区、羽沢区登米町入谷会館登米第６

◆登米町域

対象行政区投票所投票区

米谷第１区、米谷第２区、米谷第３区、
米谷第４区、米谷第５区

米谷公民館東和第１

米谷第６区、米谷第７区
東和相川・平倉地区多目
的集会施設

東和第２

米谷第８区、米谷第９区、米川第７区、
米川第８区

東和総合支所東和第３

米川第１区、米川第２区、米川第３区、
米川第４区

米川公民館東和第４

米川第５区、米川第６区東和国際交流センター東和第５

米川第９区、米川第１０区及甚と源氏ボタル交流館東和第６

錦織第１区、錦織第２区、錦織第３区、
錦織第４区

東和勤労青少年ホーム東和第７

錦織第５区、錦織第６区旧嵯峨立小学校東和第８

◆東和町域

◆中田町域

対象行政区投票所投票区

仲町区、新町区、城内区、白地区、
ニッ木区、桑代区、長根区、細谷区、
境堀区、南町区、新橋区

石森小学校中田第１

野元区、駒牽区、本町畑中区、茶畑区、
加賀野一区、表区、加賀野二区、
南加賀野区

加賀野小学校中田第２

蓬田区、蓬原区、十文字区、大柳区、
新田区、籠壇区

市役所中田庁舎中田第３

東区、町区、舘区、神畑区、
森六荒谷区

宝江ふれあいセンター中田第４

柴六区、並柳区、下道区中田幼稚園中田第５

弥勒寺南区、弥勒寺北区、金谷区、
寺山区、長根区、神ノ木区、要害区

上沼ふれあいセンター中田第６

長崎区、冠木区、八幡山区、本宮区、
大泉区

旧上沼小学校中田第７

川面区、新小路区、新田区、小島区浅水ふれあいセンター中田第８

浅部区、巻区、沼畑区、長谷区、
舟場区

沼畑公民館中田第９

◆豊里町域

対象行政区投票所投票区

山根区、白鳥区、鴇波区
豊里鴇波コミュニティセ
ンター

豊里第１

上町区、新町区、横町区、長根区、
加々巻区

豊里多目的研修センター豊里第２

浦軒区、仲町区、川前区、下町区
仲町・川前地区集落セン
ター

豊里第３

十五貫区、大曲区、竹花区、保手区、
庚申区

豊里竹花地域活性化セン
ター

豊里第４

東ニッ屋区、西ニッ屋区、上谷地区ニッ屋生活センター豊里第５

対象行政区投票所投票区

永沢区、森腰区、中新田区、
朝来区（全域）

善王寺コミュニティセン
ター

米山第１

鈴根区、江浪区、大又区、相ノ山区、
今泉区、貝待井区、山吉田区、
町吉田区

吉田公民館米山第２

狐崎区、畑崎区、新田区、中埣区新田集落センター米山第３

後小路区、下小路区、平埣区（全域）、
十日町区、中町区、三日町区、新町区、
砥落区、八軒小路区

米山農村環境改善セン
ター

米山第４

追土地区、的場区、猪込区米山高等学校米山第５

清水区、六軒屋敷区、粟ヶ崎区、
瀬ヶ崎区、城内区、野手谷地区（全域）

中津山公民館米山第６

斉藤区、千貫区斉藤集会所米山第７

◆米山町域

◆石越町域

対象行政区投票所投票区

遠澤区、第１区、長根区、第２区、
赤谷区、寺山区、第８区、第９区、
第１０区、第１１区、芦倉区、海上連区

石越総合支所石越第１

渋川区、第３区、第４区
第３集落転作研修セン
ター

石越第２

新道区、駅前区、第７区
石越駅前コミュニティセ
ンター

石越第３

第１２区、第１３区、第１４区第１３区多目的集会所石越第４

◆南方町域

対象行政区投票所投票区

峯区、北本郷区、大門区北本郷公民館南方第１

細川区、裏大岳区、北大畑区、
南大畑区、大岳区、梶沼区

南方老人福祉センター南方第２

板倉区、沢田区、青島区、須崎区
南方有機農業交流セン
ター

南方第３

原区、松葉区、砥落区、大袋区、
山成区、新高石区、高石区、苔下区

南方公民館南方第４

柳沢区、沼崎区柳沢生活センター南方第５

狼掛区、畑岡区、一ノ曲区、苔上区、
平貝区

南方総合運動場体育館南方第６

◆津山町域

対象行政区投票所投票区

東下在区、平形区、元町１区、
元町２区、本町一丁目区、
本町二丁目区、本町三丁目区、
本町四丁目区、宮町区、小川町区、
石貝区、入沢区、黄牛町区

津山老人福祉センター津山第１

西下在区津山堂前老人憩の家津山第２

横山３区、横山４区、横山５区、
横山６区、横山７区、横山８区、
横山９区、横山１０区、横山１１区

津山公民館津山第３

横山１区、横山２区津山南沢多目的集会所津山第４

対象行政区投票所投票区

八日町区、下舟丁区、一市区、
小金丁区、本田区

迫にぎわいセンター迫第１

駅前区、上舟丁区、内町区、西舘区、
中江区、萩洗区

迫公民館迫第２

大網東区、大網南区、大網西区、
新町区、江合区、横丁区

佐沼保育園迫第３

駒木区、光ヶ丘東区、光ヶ丘西区、
錦西区、五日町区

佐沼小学校迫第４

錦東区、的場区、八幡区、鉄砲丁区佐沼高等学校迫第５

東表区、西表区、平柳区、赤沼区森公民館迫第６

上沢区、舟橋区、山の内区、泥内区、
仮屋区、三方島区、飯土井区

北方公民館迫第７

古宿区、天形区、永田区、山の上区永田構造改善センター迫第８

坂戸区、新田駅前区、倉崎区、
山ノ神区、大形区、小友区、茂栗区、
品の浦区、菱の倉区

新田公民館迫第９

大浦区、板橋区、駒林区、立戸区、
上葉の木沢区

旧新田第二幼稚園迫第10

◆迫町域

期日前投票所（市内９カ所）

 米山総合支所【第１会議室】 米山市役所迫庁舎【大会議室】迫

 石越総合支所【ロビー】 石越市役所登米庁舎【２０４会議室】登米

 市役所南方庁舎【 相談室】 南方東和総合支所【会議コーナー】東和

 津山老人福祉センター

【健康相談室】
 津山

中田保健福祉会館【事務室】中田

豊里総合支所【第２会議室】豊里

市内どの期日前投票所でも期日前投票できます


